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第１章 「草加市安全安心まちづくり行動計画」の策定 

 

１ 「草加市安全安心まちづくり行動計画」策定の趣旨 

  ⑴ （旧）行動計画 

    草加市では、市内の治安情勢が悪化していた平成１８年度に市民・市・警察が一体 

   となって、安全で安心なまちづくりに取り組むための指標として「（第一次）草加市 

   安全安心まちづくり行動計画」（以下「第一次計画」といいます。）を５か年計画で 

   策定しました。第一次計画の策定後、市民・市・警察が一体となって、草加市の治安 

   改善に取り組み、さらに、平成２３年度に第一次計画を改定した「（第二次）草加市 

   安全安心まちづくり行動計画」（以下「第二次計画」といいます。）を５か年計画で 

   策定し実施しました。 

 

  ⑵ 条例に基づく行動計画の策定 

    第一次計画、第二次計画の取組を指標として、市民・市・警察が一体となって防犯 

   対策に取り組んだ結果、草加市の犯罪発生件数は、毎年減少傾向を維持しています。 

    しかしながら、平成２８年度に行われた「草加市民アンケート」の結果では、市民 

   が希望する草加市の将来像として「事故・犯罪対策の充実した街」が第３位に挙げら 

   れており、犯罪発生件数が減少したとはいえ、繁華街での悪質な客引きをはじめとす 

   る迷惑行為や自転車盗などの身近で軽視されがちな犯罪が減少していないことが、未 

   だに草加市の治安に対して多くの市民が不安を感じる原因として考えられます。 

    このような中、犯罪を防止し、地域の防犯力を向上させる環境の整備（安全安心ま 

   ちづくり）に取り組むため、「草加市安全安心まちづくり推進条例」（以下「条例」 

   といいます。）を、平成２９年４月１日に施行し、条例第１７条に「草加市安全安心 

   まちづくり行動計画」（以下「行動計画」といいます。）を策定することを規定して 

   いること、また、地域の防犯力の要である自主防犯団体（※１）の高齢化や、近年、団 

   体数の増加が鈍くなってきていること、振り込め詐欺をはじめとする特殊詐欺の被害 

   が未だ深刻であることを踏まえ、現在の社会情勢及び草加市の情勢に対応できる新し 

   い行動計画を策定することとしました。 

 

    ※１ 自主防犯団体・・・・町会・自治会など地域住民が主体となり、自主的に防犯活動に取り組む 

                 団体。 
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  ⑶ 草加市の犯罪発生件数（※２）及び犯罪率（※３）の推移 

   

    ※２ 犯罪発生件数・・・刑法犯として警察が把握した件数 

 

   

    ※３ 犯罪率・・・人口１，０００人中何件の犯罪が発生したかという割合の数字。 

             人口が多い地域は、当然、犯罪も多くなるので発生件数だけでは地域の治安情勢 

             を測ることはできないため、もう一つの指標として犯罪率も記載している。 

 

【参考】平成２８年 埼玉県の犯罪発生件数及び犯罪率 

 犯罪発生件数 ：６９，４５６件  前年比 －４，０００件（草加市は県内で第５位） 

 犯 罪 率  ：９．６％     前年比 －０．５％  （草加市は県内で第５位） 

 

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

犯罪発生件数 5,426 4,631 4,046 3,994 3,683 2,858 2,929 2,909
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２ 行動計画の位置付け 

  ⑴ 行動計画の位置付け 

    行動計画は、条例第１７条に規定する、安全安心まちづくりに関する施策の実施を 

   総合的かつ計画的に推進するための「安全安心まちづくりの推進に関する計画」とし 

   て位置付けます。 

  ⑵ 草加市安全安心まちづくり推進協議会 

    行動計画は、条例第１８条に基づいて設置された「草加市安全安心まちづくり推進 

   協議会」（以下「協議会」といいます。）での協議を経て策定されました。 

    なお、同協議会は市の附属機関で、草加市の安全安心まちづくりに必要な活動に関 

   する団体及び市民の代表で構成されています。 

 
 
３ 行動計画の期間 

    行動計画の実施期間は、平成３０年度から平成３４年度までの５年間とします。 

    なお、毎年、行動計画の進捗状況や実施の効果などを協議会で検証し、必要に応じ 

   て見直しを行います。 
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第２章 行動計画の基本理念及び実施体制 

 

１ 基本理念【条例第３条】 

    「安全安心まちづくりは、市、市民等（※４）及び関係機関（※５）がそれぞれの役 

   割を分担し、緊密に連携し、及び協力しながら一体となって推進するものとする。」 

    ※４ 市 民 等・・・市民、事業者、土地建物所有者等及び自主防犯団体をいう。 

    ※５ 関係機関・・・国、埼玉県、警察その他防犯に関する業務を行う公的機関をいう。 

 

 それぞれの役割について 

  ⑴ 市の役割 

   ア 市民等の防犯意識が高揚するための啓発活動を積極的に行います。 

   イ 防犯に関する情報・知識の提供や普及活動を積極的に行います。 

   ウ 自主防犯団体への支援、安全安心まちづくりにつながる環境づくりなど必要な施 

    策に取り組みます。 

   エ 犯罪被害者に対する支援など社会情勢に応じて必要な施策について取り組みます。 

 

  ⑵ 市民等の役割 

   ア 市民等は、「自分たちが、自分たちの街を守る」という意識の向上に努めます。 

   イ 自主防犯団体や環境浄化活動への参加又は協力のほか、自宅玄関や自転車の施錠 

    の励行、ご近所同士でのあいさつの励行など、まずは自分ができることから防犯に 

    つながる取組を行います。 

   ウ 市及び関係機関が実施する防犯に関する取組に協力するよう努めます。 

 

  ⑶ 関係機関の役割 

   ア 主な関係機関となる警察は、市民の生命・財産を犯罪から守るための警察基盤・ 

    警察活動の充実強化に努めます。 

   イ 関係機関は、市及び市民等との連携を強化できるように努めます。 

   ウ 関係機関は、行動計画に基づく取組への協力に努めます。 
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２ 「市民等の役割」の重要性 

    基本理念にある「それぞれの役割」の中でも「市民等の役割」は、安全安心まちづ 

   くりにとって重要です。行動計画では、特に「市民等の役割」が効果的に実現できる 

   ような取組を実施していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動の援助・支援 

一体となった活動 

活動の援助・支援 

土地建物所有者等の

行動 

事業者の行動 

市 の 役 割 関係機関の役割 

自主防犯団体

の行動 

安全安心まちづくりは、市、市民等及び関係機関がそれぞれの役割を分担し、

緊密に連携し、及び協力しながら一体となって推進するものとする。 

基本理念 

安全で安心なまち「草加」の実現 

草加市安全安心まちづくり行動計画 

市民等の役割 

市民の行動 

行動計画で定められた取組の実施及び目標の達成 
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３ 行動計画の実施体制 

  ⑴ 行動計画の取組状況・効果の確認及び検証の実施 

    行動計画の取組状況・効果を確認及び検証するため、協議会で行動計画に掲げる取 

   組の実施状況を報告するとともに、安全安心まちづくりに関する事項について意見を 

   聴取しながら、行動計画の推進を図ります。 

 

  ⑵ 優先課題及び目標の設定 

    行動計画を確実に実施するため、年度ごとに行動計画の取組の中から優先的に実施 

   する取組を選定します。 

    また、取組の成果が具体的に分かるよう数値目標を設定します。 

 

  ⑶ 行動計画実施の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

草加市安全安心まちづくり推進協議会 

 

（平成３４年度までの 

    各年度の４月から６、７月まで） 

市民（町会・自治会）、事業者など 

市関係部局、草加警察署 

（平成３４年度までの 

   各年度の７月から翌年３月末まで） 

草加市安全安心まちづくり推進協議会 

（策定：平成２９年４月から平成３０年３月まで） 
行動計画の策定 

取組の実施結果等の検証 

・優先される取組の実施 

・行動計画に基づく取組の実施 

年度ごとに優先的に実施する取組の選定 
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第３章 計画期間中に実施する取組          

 
１ 防犯意識の啓発促進 

      安全で安心なまち「草加」を実現していくためには、市民の防犯に対する自発的な 

    取組が不可欠です。行動計画では、市民自らが「防犯」に対して関心を持つことが重 

    要であり、「自分たちが自分たちのまちを守る」という意識の醸成を図る取組を行っ 

    ていきます。 

                                            

   ⑴ 地域・学校・事業者・個人など、様々な対象に応じた防犯意識の啓発活動の実施 

     ア 街頭キャンペーン（防犯啓発品の配布、市・警察の啓発チラシの配布）の回数を 

      増やし、防犯に対する市民の意識高揚を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※６ 防犯協会・・・・正式名「草加八潮地区防犯協会」といい、地域住民の防犯意識を啓発し地域ぐる 

           みの防犯活動を促進することを目的に組織化された団体。警察署の管轄区域を単 

           位としており、協会より委嘱された「地域防犯推進員」が防犯ボランティアとし 

           て活動し、街頭キャンペーンなどの啓発活動を展開している。 

 

 

 

市及び警察の行動 

（防犯協会※６を含む） 

市民の行動 

（自主防犯団体を含む） 

事業者の行動 

○市及び警察は、犯罪被害

防止を呼び掛けるチラシの

ほかに、自主防犯活動を紹

介したチラシも作成し、同

時に配布する。 

○防犯協会は、キャンペー

ン活動の回数を増やす。 

 

○町会・自治会は、集会に

おいて、犯罪被害の防止や

自主防犯活動など防犯に関

連したチラシを積極的に配

布するよう努める。 

○町会・自治会や自主防犯

団体などは、街頭キャンペ

ーンを主体的に行うよう努

める。 

○スーパーなど大規模な敷

地を所有している事業者

は、敷地内でのキャンペー

ンを業務に支障のない範囲

で行えるよう協力する。 

○防犯関連のチラシやポス

ターの掲示について業務に

支障のない範囲で協力す

る。 
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     イ 町会・自治会などの集会や催し物を積極的に活用して、地域住民の自主防犯活動 

      への参加促進や防犯リーダー育成のほか、犯罪被害に遭わないための防犯に関する 

      講習の回数を増やす。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ウ 学校においては、児童・生徒が犯罪に遭わないための情報提供を行うほか、清掃 

      や落書き除去などの環境浄化活動への参加を児童・生徒に促し、規範意識と防犯意 

      識の向上を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市及び警察の行動 

（防犯協会を含む） 

市民の行動 

（自主防犯団体を含む） 

事業者の行動 

○市及び警察は、町会・自

治会の集会や催し物などの

機会を積極的に把握し、啓

発活動を行う。 

○地域住民が関心を持つ内

容の講習を実施する。 

○町会・自治会は、市及び

警察が実施する講習の機会

を設けるよう協力する。 

○市民は、犯罪被害は他人

事ではないと認識し、積極

的に講習に参加して、防犯

意識を高めるよう努める。 

○事業者は、町会・自治会、

市及び警察の取組に協力す

る。 

○事業者は、従業員が防犯

に関する講習などに参加で

きるよう配慮する。 

市及び警察の行動 

（防犯協会を含む） 

市民の行動 

（自主防犯団体を含む） 

事業者の行動 

○市及び警察は、学校周辺

で発生した犯罪や不審者の

情報を学校に提供する。 

○市及び警察は、学校で防

犯に関する授業や講習が効

果的に実施できるよう教育

委員会と連携を図る。 

○市は、町会・自治会など

が行う環境浄化活動の情報

を学校に提供し、児童・生

徒が活動に参加するよう促

す。 

○市民は、町会・自治会が

行う地域の清掃活動等に参

加するなどして住民同士の

連帯感の醸成に努める。 

 

○事業者は、従業員が地域

で行われる環境浄化活動に

参加できるよう配慮する。 
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     エ 事業者が、防犯に関する知識や反社会的勢力の不当要求に対処する知識などを習 

      得できるよう、また事業所における防犯リーダーを育成できるように、市及び警察 

      が連携して研修会の機会を増やす。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     オ 個人でも防犯活動に参加できるよう、「そうか まち 見守り隊」などの個人が 

      参加しやすい防犯活動の周知を積極的に行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市及び警察の行動 

（防犯協会を含む） 

市民の行動 

（自主防犯団体を含む） 

事業者の行動 

○警察は、反社会的勢力の

不当要求などの対処方法を

効果的に習得できるよう、

市が実施する研修会に講師

として経験豊富な警察官を

派遣する。 

 

○市民及び自主防犯団体

は、事業者の反社会的勢力

の不当要求を排除する取組

に協力する。 

○事業者は、不当要求に応

じることが反社会的勢力の

維持につながることを認識

し、不当要求に対しては毅

然とした態度で臨む。 

○事業者は、反社会的勢力

による不当要求などの対処

方法について関心を持ち、

積極的に市及び警察が主催

する研修会などに参加す

る。 

市及び警察の行動 

（防犯協会を含む） 

市民の行動 

（自主防犯団体を含む） 

事業者の行動 

○市は、「そうか まち 見

守り隊」の広報活動（市の

広報媒体への掲載、市の各

窓口にチラシを設置）を強

化する。 

○防犯活動に取り組んでい

ない市民は、個人でも防犯

活動に取り組める「そうか 

まち 見守り隊」の参加を

検討する。 

○事業者は、市の周知活動

に協力する。 
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     カ 草加市防犯キャラクター「まもるくん」の積極的な活用を図り、市の防犯対策に 

      市民が親しみを感じ、防犯意識の向上につながるようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

   ⑵ 外国人を対象にした啓発活動の実施 

     ア 外国語の防犯チラシを作成し、市役所内の国際相談コーナーに設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

     イ 草加市国際交流協会や獨協大学など関係団体と連携を図り、外国人の防犯意識の 

      啓発又は防犯活動への参加を促す。 

市及び警察の行動 

（防犯協会を含む） 

市民の行動 

（自主防犯団体を含む） 

事業者の行動 

○市は、草加市国際交流協

会や獨協大学を通じ外国

語防犯チラシを配布する。 

○市は、啓発活動に外国人

の意見を取り入れていく。 

○自主防犯団体は、地域で

生活している外国人に防

犯活動への参加を促すよ

う努める。 

○事業者は、市の周知活動

に協力する。 

 

 

市及び警察の行動 

（防犯協会を含む） 

市民の行動 

（自主防犯団体を含む） 

事業者の行動 

○市は、「まもるくん」の

活用方法を検討し、キャン

ペーン活動等に積極的に活

用する。 

○市民及び自主防犯団体

は、市が行う「まもるくん」

の積極的活用の取組に協力

する。 

○事業者は、市が行う「ま

もるくん」の積極的活用の

取組に協力する。 

市及び警察の行動 

（防犯協会を含む） 

市民の行動 

（自主防犯団体を含む） 

事業者の行動 

○市は、外国語の防犯チラ

シを作成する。 

○市は、地域の外国人が孤

立しないよう住民同士の交

流を支援する。 

○市民は、地域で生活して

いる外国人との共生を常に

意識するよう努める。 

○事業者は、市の活動に協

力する。 
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   ⑶ 学生の防犯意識の啓発促進 

     ア 多くの学生に防犯に対する関心を持ってもらうようにするため、大学等の構内 

      （図書館・売店など）や市立図書館、学生が良く利用する飲食店等に自主防犯団体 

      や防犯活動に関する冊子を配架する。 

市及び警察の行動 

（防犯協会を含む） 

市民の行動 

（自主防犯団体を含む） 

事業者の行動 

○市は、大学構内の施設に

防犯活動に関する冊子の配

架を大学に要請する。 

○市は、市立図書館など学

生が多く利用する施設に冊

子を配架する。 

○自主防犯団体は、地域で

生活している学生に防犯活

動への参加を促すよう努め

る。 

○飲食店などの事業者は、

冊子の配架などの周知活

動に協力する。 

 

     イ 自主防犯団体が行っているパトロールなどの自主防犯活動に学生が体験的に参 

      加できる場を設け、学生の防犯意識の啓発を図る。 

市及び警察の行動 

（防犯協会を含む） 

市民の行動 

（自主防犯団体を含む） 

事業者の行動 

○市は、学生が防犯活動の

体験的参加ができる機会を

設けるため、自主防犯団体

に協力を求める。 

○自主防犯団体は、学生か

らの参加希望があった場合

は、体験的参加を受け入れ

るよう努める。 

○事業所は、自主防犯団体

の取組の周知活動に協力す

る。 

 

  ◎「１ 防犯意識の啓発促進」に関わる目標値一覧 

目標項目 直近値 

（平成２８年度） 

目標値 

（平成３４年度） 

犯罪率増加の防止 １１．７８％ 現状維持又は減少 

防犯キャンペーンの増加 月２回平均で実施 月３回 

防犯講話の実施回数の増加 平成２８年度は５回 １０回 
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２ 自主防犯活動の推進 

     啓発活動により高まった市民の防犯意識を実際の活動につなげることも重要です。 

     行動計画では、市民や事業者の防犯活動の場として「自主防犯活動」を重視し、同 

    活動を行っている「自主防犯団体」に対して、行政による支援の強化を行います。 

 

   ⑴ 自主防犯団体の拡充に向けた支援 

     ア 自主防犯活動補助金制度（以下「補助金制度」という。）の周知活動を強化する。 

市及び警察の行動 

（防犯協会を含む） 

市民の行動 

（自主防犯団体を含む） 

事業者の行動 

○市は、補助金制度の周知

を強化する。 

○市は、町会・自治会の集

会で補助金制度の説明を積

極的に行う。 

○市は、補助金制度を利用

していない町会・自治会に

対して、制度のしおりなど

を送付して活用を勧める。 

○町会・自治会は、補助金

制度を積極的に活用し、自

主防犯活動の充実を図れる

よう努める。 

○事業者は、市の周知活動

に協力する。 

 

 

    イ 青パト（※７）所有の団体が拡充できるよう助成制度の周知活動を強化する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ※７ 青パト・・・・正式名「青色回転灯装備車両」という。通常、一般の自動車に回転灯を装備する 

              ことは、法令で禁止されているが、警察から自主防犯パトロールを適正に行うこ 

              とができるとの認定を受けた団体は、自動車への青色回転灯の装備が認められる。 

市及び警察の行動 

（防犯協会を含む） 

市民の行動 

（自主防犯団体を含む） 

事業者の行動 

○市は、各種団体が実施す

る青パト等の自主防犯活動

に関する助成制度を調査

し、自主防犯団体に情報提

供を行う。 

○町会・自治会又は自主防

犯団体は、各種団体の助成

制度を利用し、青パトを活

用した防犯活動等に努め

る。 

○事業者は、各種団体の助

成制度を利用し、青パトを

活用した防犯活動等に努め

る。 
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   ⑵ 自主防犯団体への加入促進に向けた支援 

    ア 自主防犯団体の活動を取り上げた媒体（ＤＶＤ、冊子等）を市立図書館やコミュ 

     ニティセンターなどに配架、配布する。 

市及び警察の行動 

（防犯協会を含む） 

市民の行動 

（自主防犯団体を含む） 

事業者の行動 

○市は、自主防犯団体の活

動を紹介した媒体を市立図

書館やコミュニティセンタ

ーなどに配架、配布する。 

○自主防犯団体は、参加希

望者の受け入れ態勢を整え

るよう努める。 

○事業者は、市の周知活動

に協力する。 

 

    イ 市内事業者の店舗などに自主防犯団体の活動を取り上げた媒体などの設置を要 

     請し、自主防犯団体活動の周知強化を行う。 

市及び警察の行動 

（防犯協会を含む） 

市民の行動 

（自主防犯団体を含む） 

事業者の行動 

○市は、市内事業者の店舗

に自主防犯団体の活動を取

り上げた媒体の設置を要請

する。 

○自主防犯団体は、周知活

動に協力している事業者

を訪問や見回るなどして

連携の強化に努める。 

○事業者は、市の周知活動

に協力する。 

 

   ⑶ 自主防犯団体間の結束・連携強化 

    ア 自主防犯団体間で先進的活動や活動時における問題点などの情報を共有できる 

     機会を設定する。 

市及び警察の行動 

（防犯協会を含む） 

市民の行動 

（自主防犯団体を含む） 

事業者の行動 

○市は、参考となる自主防

犯団体の活動を他の団体に

紹介できるよう各団体の活

動内容を詳細に把握する。 

○市は、団体間で情報を共

有できる機会を設ける。 

○自主防犯団体は、団体間

で情報交換を行いながら、

共通の課題について検討

し、先進的な取組を積極的

に取り入れ、自主防犯活動

の充実に努める。 

○事業者は、必要に応じて

市や警察の取組に協力す

る。 
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 イ 自主防犯団体の設立に関する相談窓口を設けて支援する。 

市及び警察の行動 

（防犯協会を含む） 

市民の行動 

（自主防犯団体を含む） 

事業者の行動 

○市は、自主防犯団体の設

立を考えている人が団体

の設立ができるよう支援

する。 

○市は、体験的な参加がで

きるよう自主防犯団体に対

して積極的な協力要請を行

う。 

○自主防犯団体は、地域で

自主防犯活動を始めようと

している人に体験的な参加

を促すよう努める。 

 

○事業者は、自主防犯団体

の取組の周知活動に協力す

る。 

 

   ⑷ 自主防犯団体への犯罪発生情報の提供 

     警察からの犯罪情報を、自主防犯団体や町会・自治会などの関係先に発信する。 

市及び警察の行動 

（防犯協会を含む） 

市民の行動 

（自主防犯団体を含む） 

事業者の行動 

○防犯協会は、警察からの

情報提供を受け、犯罪情報

を速やかに自主防犯団体や

事業者に発信する。 

○犯罪発生情報を必要とし

ている提供先について、定

期的に見直しを行う。 

○自主防犯団体は、受信し

た犯罪発生情報を活用する

など、防犯活動を工夫する。 

○自主防犯団体は、犯罪発

生情報を地域内で共有でき

るように努める。 

○事業者は、受信した情報

を従業員に提供し、防犯活

動に活用する。 
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   ⑸ 青パトを利用したパトロール活動の充実 

    ア 市は、青パトを所有していない自主防犯団体に青パトの活用を促す。 

市及び警察の行動 

（防犯協会を含む） 

市民の行動 

（自主防犯団体を含む） 

事業者の行動 

○市及び防犯協会は、自主

防犯団体へ所有する青パト

の貸出を積極的に行う。 

○青パトを所有していな

い団体は、市の青パトを利

用してパトロールを行う。 

○事業者は、青パトの駐車

スペースを提供するなど、

自主防犯団体の活動に協力

する。 

 

    イ 青パト巡回時に広報する音声について、防犯・環境浄化・災害対応など多様化を 

     図り、青パトの更なる効果的運用を図る。 

市及び警察の行動 

（防犯協会を含む） 

市民の行動 

（自主防犯団体を含む） 

事業者の行動 

○市は、警察と情報交換を

行い、社会情勢に合わせた

広報文を作成する。 

○自主防犯団体は、市が作

成した広報文を活用してパ

トロールを行う。 

○事業者は、提供した駐車

スペースに停車した青パト

が広報活動を行えるよう協

力する。 

 

   ⑹ 自主防犯団体の活動士気の高揚 

    ア 自主防犯団体が「自分たちが自分たちの住む街や地域を守る」という意識を持っ 

     て活動していることを一人でも多くの市民に知ってもらえるよう、自主防犯団体の 

     活躍を市広報媒体で取り上げるなど広報活動を積極的に行う。 

市及び警察の行動 

（防犯協会を含む） 

市民の行動 

（自主防犯団体を含む） 

事業者の行動 

○市は、活発な活動を行っ

ている自主防犯団体の活動

を広く周知する。 

○自主防犯団体は、市への

積極的な活動報告に努め

る。 

○事業者は、市の周知活動

に協力する。 
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    イ 自主防犯団体又は会員に対する表彰制度の充実を図る。 

市及び警察の行動 

（防犯協会を含む） 

市民の行動 

（自主防犯団体を含む） 

事業者の行動 

○市は、功績の内容に応じ

て、警察と協議を行い、団

体及び団体参加者などへの

表彰を行う。 

○自主防犯団体は、積極的

に活動している会員につい

て市に対して表彰の推薦を

行う。 

○事業者は、必要に応じ

て市や警察の取組に協力

する。 

 

   ⑺ 自主防犯団体等の活動成果の活用 

     自主防犯団体等が、防犯活動で落書きや少年のたむろ場所などの犯罪発生要因を発 

    見した場合、市や警察に連絡・情報提供などして活動の成果を防犯対策に反映させる。 

市及び警察の行動 

（防犯協会を含む） 

市民の行動 

（自主防犯団体を含む） 

事業者の行動 

○市は、自主防犯団体に落

書きなどの情報提供を要請

し、情報が提供された場合

は、速やかに落書きを除去

するなど対処する。 

○市は、自主防犯団体から

犯罪発生要因の通報を受け

た場合は、速やかに警察へ

情報提供する。 

○自主防犯団体は、防犯活

動中に犯罪発生要因を発見

した場合、市へ速やかに情

報提供する。 

○事業者は、業務中に知り

得た犯罪発生要因について

市へ速やかに情報提供する

よう努める。 

 

  ◎「２ 自主防犯活動の推進」に関わる目標値一覧 

 

 

 

 

 

 

目標項目 
直近値 

（平成２８年度） 

目標値 

（平成３４年度） 

自主防犯団体数の増加 ８７団体 ９０団体 

青パトを所有する自主防犯

団体数の増加 
８団体 １０団体 

青パト貸出累計日数の増加 ２８９日 ３００日以上 
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３ 安全・安心感の向上につながる環境づくり 

     市内の犯罪の発生件数は減少していますが、草加市の安全・安心に対する市民の信 

    頼感は高いとは言えません。行動計画では、市民の安全・安心感の向上につながる環 

    境づくりに取り組みます。 

                                            

   ⑴ 悪質な客引きや迷惑ビラ配布などの是正措置の強化 

    ア 市民に対して草加市安全安心まちづくり推進条例の周知を強化する。 

市及び警察の行動 

（防犯協会を含む） 

市民の行動 

（自主防犯団体を含む） 

事業者の行動 

○市は、各駅前をはじめと

する繁華街を重点とした条

例周知キャンペーンを定期

的に行う。 

○市民は、悪質な客引きに

は毅然とした態度をとるな

ど、市民全体で迷惑行為を

排除する機運を醸成してい

く。 

○事業者は条例趣旨の理解

に努め、悪質な客引きや迷

惑ビラの配布を行わない。 

○事業者の組合及び協会な

どは、加入事業者に対して

条例趣旨の周知に努める。 

 

    イ 防犯パトロールアドバイザーによる悪質な客引きや迷惑ビラ配布の是正、指導の 

     さらなる効果的運用を図る。 

市及び警察の行動 

（防犯協会を含む） 

市民の行動 

（自主防犯団体を含む） 

事業者の行動 

○市は、防犯パトロールア

ドバイザーの夜間勤務を増

やし、悪質な客引きや迷惑

ビラ配布の是正、指導を強

化する。 

○市民は、防犯パトロール

アドバイザーに悪質な客引

きなどの迷惑行為について

情報提供する。 

○事業者は、防犯パトロー

ルアドバイザーによる悪質

な客引きや迷惑ビラの配布

防止に協力するよう努め

る。 
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   ⑵ 法令等で禁止されている風俗営業活動への場所提供の禁止 

     市内の土地所有者等は、条例第７条第２項の規定（※８）に基づき、法令等で禁止さ 

    れている風俗営業を行おうとする者に場所を提供してはならない。 

市及び警察の行動 

（防犯協会を含む） 

市民の行動 

（自主防犯団体を含む） 

事業者の行動 

○市は、違法な営業に土地、

建物が提供されないよう宅

建協会等と連携を図る。 

○警察は、違法な風俗営業

の摘発を強化する。 

○市民は、必要に応じて

市や警察の取組に協力す

る。 

○事業者は、条例第７条第

２項の主旨を理解し、風適

法関係法令により禁止され

ている営業の用に供する場

所を提供しない。 

    ※８ 条例第７条第２項・・・・土地建物所有者等は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する 

                   法律第２８条第１項又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関す 

                   る法律施行条例第９条の規定により禁止されている営業の用に供する 

                   場所を提供してはならないものとすると規定されている。 

 

   ⑶ 自転車盗対策の強化 

    ア 市民に対して、自転車にツーロックなどの施錠を行うよう呼び掛けるなど、自転 

     車盗に対する防犯意識の啓発を行う。 

市及び警察の行動 

（防犯協会を含む） 

市民の行動 

（自主防犯団体を含む） 

事業者の行動 

○市は、防犯に関するキャ

ンペーンや町会・自治会な

どの集会を利用し、チェー

ンキーなどを配布してツー

ロックを呼び掛ける。 

○市民は、自転車の盗難に

遭わないようツーロックの

励行など盗難対策を行う。 

○事業者は、市の啓発活動

に協力する。 
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    イ 「自転車盗は犯罪である。」との啓発活動を積極的に行う。 

市及び警察の行動 

（防犯協会を含む） 

市民の行動 

（自主防犯団体を含む） 

事業者の行動 

○市は、警察と連携し、「自

転車盗は犯罪である。」と

の啓発を行う。 

○市民は、地域や家庭内で

「自転車盗は犯罪である。」

との意識の醸成を図る。 

○事業者は、市の啓発活動

に協力する。 

 

    ウ 市・警察・事業者は、連携して自転車盗を発生させない環境づくりを推進する。 

市及び警察の行動 

（防犯協会を含む） 

市民の行動 

（自主防犯団体を含む） 

事業者の行動 

○市は、駐輪場の整備、照

明設備の充実などを図り、

レンタサイクルについて

は、民間事業者を含めて検

討する。 

○市民は、駐輪場を利用す

るなど自転車盗が発生しな

い環境づくりに協力する。 

○事業者は、防犯カメラを

設置するなど自転車盗が発

生しにくい環境づくりに努

める。 

 

   ⑷ ポイ捨て対策の強化 

     路上喫煙及びポイ捨て防止を広く呼び掛けるため、市広報媒体を活用し、市民意識 

    の啓発向上を図る。 

市及び警察の行動 

（防犯協会を含む） 

市民の行動 

（自主防犯団体を含む） 

事業者の行動 

○市は、市の広報媒体や催

し物を通じ、たばこ・空き

缶等のポイ捨て防止の呼び

掛けを強化する。 

○市は、電柱などを活用し、

路上喫煙禁止区域及び路上

喫煙アドバイザーによる監

視を実施していることを周

知する。 

○自主防犯団体は、地域に

おいて、たばこ・空き缶等

のポイ捨て防止の啓発を行

う。 

○市民は、ポイ捨てをしな

いよう努める。 

○自主防犯団体は、地域の

美化運動に協力する。 

○事業者は、地域の美化運

動に協力する。 

○事業者は、市の周知活動

に協力する。 
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   ⑸ 屋外広告物適正化の強化 

    ア 違法広告物を防ぐ機運を市民に醸成するために屋外広告物法及び埼玉県屋外広 

     告物条例の趣旨を市広報媒体に掲載するなど啓発活動を行う。 

市及び警察の行動 

（防犯協会を含む） 

市民の行動 

（自主防犯団体を含む） 

事業者の行動 

○市は、適正な屋外広告物

に関する啓発記事を積極的

に市の広報媒体へ掲載す

る。 

○自主防犯団体は、違法広

告物の情報を市に提供す

る。 

○事業者は、市の啓発活動

に協力する。 

 

    イ 町会・自治会員及び自主防犯団体の参加者を対象に違法広告物の除却を行う身分 

     証明書の発行を増やし、違法広告物の除却を強化する。 

市及び警察の行動 

（防犯協会を含む） 

市民の行動 

（自主防犯団体を含む） 

事業者の行動 

○市は、町会・自治会及び

自主防犯団体に対して違法

広告物の除却を行う身分証

明書を発行する。 

○町会・自治会及び自主防

犯団体は、違法広告物の除

却を行い、地域の環境美化

に努める。 

○事業者は、違法広告物を

利用した宣伝活動を行わな

い。 

 

  ◎「３ 安全・安心感の向上につながる環境づくり」に関わる目標値一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標項目 

平成３０年度、３２年度、３４年度で行われる市民アンケートで、草加市の防犯に関す

る項目の満足度が各年度のアンケートごとに上昇するよう努める。 



- 21 - 
 

４ 総合的な防犯活動の推進 

     安全安心まちづくりは、市民・事業者・市・警察が一体となって防犯活動に取り組 

    まなければなりません。行動計画では、連携の方法を具体化して実行します。 

 

   ⑴ 街頭犯罪抑止活動の強化 

    ア 体感治安の悪化をもっとも感じさせる街頭犯罪の抑止活動を警察が中心となっ 

     て展開し、市民、事業者及び市は警察の活動に協力する。 

市及び警察の行動 

（防犯協会を含む） 

市民の行動 

（自主防犯団体を含む） 

事業者の行動 

○警察は、交番を拠点とし

て、犯罪の発生や１１０番

通報へ早期に対応する。 

○警察は、パトカー等によ

る警ら活動を強化する。 

○警察は、犯罪手口等の分

析に伴う検挙活動を推進す

る。 

○警察は、犯罪発生状況な

どの情報を自主防犯団体等

へ提供する。 

○警察は、防犯講話を活用

して街頭犯罪の抑止方法を

周知する。 

○警察は、発生分析等を行

い、捜査による検挙活動を

推進する。 

○市民及び自主防犯団体

は、警察の活動に協力する。 

○事業者は、警察の活動に

協力する。 

 

 

 

 

 



- 22 - 
 

    イ 市民・市・警察による合同キャンペーンや合同パトロールの回数を増やして、連 

     携の強化を図る。 

市及び警察の行動 

（防犯協会を含む） 

市民の行動 

（自主防犯団体を含む） 

事業者の行動 

○警察は、より積極的に町

会・自治会などが実施する

パトロールやキャンペーン

に警察官を派遣する。 

○自主防犯団体はキャンペ

ーンやパトロールへの参加

を市民に促す。 

○事業者は、合同パトロー

ルに従業員が参加できるよ

う努める。 

 

    ウ より効果的な防犯対策が実施できるよう、市と警察との連携強化を進めるととも 

     に国、県等に対して「関係機関」として協力を求める。 

市及び警察の行動 

（防犯協会を含む） 

市民の行動 

（自主防犯団体を含む） 

事業者の行動 

○市と警察は、定期的な会

合を実施し、効果的な防犯

対策が行えるよう努める。 

○市は、国、県等に対して

行動計画の取組を説明し、

「関係機関」として協力を

求めていく。 

○市民は、市、警察及び関

係機関の取組に協力する。 

○事業者は、市、警察及び

関係機関の取組に協力す

る。 

 

   ⑵ 地域安全協定（※９）の見直し 

    ア 地域安全協定を現在の社会情勢に合致するように見直して、さらなる効果的運用 

     を図る。 

市及び警察の行動 

（防犯協会を含む） 

市民の行動 

（自主防犯団体を含む） 

事業者の行動 

○市は、現在の地域安全協

定の内容が、現在の社会情

勢に合致するよう全面的な

見直しを行う。 

○市民は、市の取組に協力

する。 

○事業者は、従業員に協定

の内容を理解させ、効果的

な運用を図る。 
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   ※９ 地域安全協定・・・・平成１５年度より実施された協定。市内の公益事業に関わる事業者が交通事 

                故や犯罪の発生、傷病人や迷い人等の救護を要する者を発見した場合、速や 

                かに警察及び市に通報するなどの協力体制を定めた協定。 

 

    イ 地域安全協定の締結事業者を増やすと共に市民の認知度が高まるよう周知活動 

     の努力を行う。 

市及び警察の行動 

（防犯協会を含む） 

市民の行動 

（自主防犯団体を含む） 

事業者の行動 

○市は、地域安全協定の締

結に協力が得られる事業者

が増加するよう、協定内容

の周知活動を積極的に行

う。 

○市民及び自主防犯団体

は、地域安全協定の内容を

理解するよう努める。 

○事業者は、地域安全協定

への締結に協力するよう努

める。 

 

⑶ 大学生による防犯に関する研究活動の促進 

  草加市の地域性や特色を考慮した防犯に関する研究や論文の作成を大学生に奨励 

 する。 

市及び警察の行動 

（防犯協会を含む） 

市民の行動 

（自主防犯団体を含む） 

事業者の行動 

○市は、大学生に研究や論

文作成を奨励していく。 

○自主防犯団体は、論文作

成のために必要な実践活動

の場を学生に提供するなど

協力する。 

○事業者は、論文作成のた

めの実践活動の場を学生に

提供するなど協力する。 

 

◎「４ 総合的な防犯活動の推進」に関わる目標値一覧 

目標項目 

地域安全協定の見直しを行い、見直し後の地域安全協定の締結事業者を１５団体以上

とする。 
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５ 防犯に役立つ情報の発信 

     防犯に役立つ情報の発信は、行政や警察の重要な役割です。行動計画では、発信し 

    た情報のさらなる普及や伝達の迅速化を行い、より多くの市民等に届くよう普及を図 

    るとともに、受ける側の市民等のニーズに合った情報を発信していきます。 

                                            

   ⑴ 草加市あんしんメールのさらなる普及 

     草加市あんしんメールの登録者をさらに増やすため、メールサービスの周知を強化 

    する。 

市及び警察の行動 

（防犯協会を含む） 

市民の行動 

（自主防犯団体を含む） 

事業者の行動 

○市は、町会・自治会の集

会や催し物などの機会を積

極的に活用し、周知活動を

行う。 

○市は、メールサービスの

チラシを市役所各窓口に設

置して周知の強化を図る。 

○自主防犯団体は、メール

サービスを登録して防犯活

動に活用する。 

○市民は、メールサービス

を活用して、犯罪に巻き込

まれないように注意する。 

○事業者は、市の周知活動

に協力する。 

○事業者も従業員にメール

サービスの登録を奨励する

よう努める。 

 

   ⑵ 市の広報媒体による防犯関係情報の掲載回数の増加 

     防犯に関する情報が広く市民へ伝わるよう、市広報媒体に防犯関係の記事がより多 

    く掲載されるよう努める。 

市及び警察の行動 

（防犯協会を含む） 

市民の行動 

（自主防犯団体を含む） 

事業者の行動 

○市は、市広報媒体に防犯

関係記事の掲載が増加する

よう努める。 

○市民は、広報媒体に掲載

された情報を活用する。 

○事業者は、広報媒体に掲

載された情報を活用する。 
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⑶ 地域住民の集会での防犯啓発チラシの配布や講習会の実施 

  防犯に関する情報の発信、周知する機会を積極的に活用する。 

市及び警察の行動 

（防犯協会を含む） 

市民の行動 

（自主防犯団体を含む） 

事業者の行動 

○市及び警察は、町会・自

治会の集会や催し物などの

機会を積極的に把握し、啓

発活動を行う。 

○市は、市民が関心を持つ

内容の講習を実施する。 

○町会・自治会は、市及び

警察が実施する講習の機会

を設けるよう協力する。 

○市民は、積極的に講習に

参加して、防犯意識を高め

る。 

○事業者は、市及び警察が

実施する講習の機会を設け

るよう協力する。 

○事業者は、従業員が防犯

に関する講習に参加できる

よう配慮する。 

 

   ⑷ 防犯に役立つ講習・研修への参加促進 

    ア 「草加市安全安心アカデミー」や「そうか まち 見守り隊講習」など防犯に役 

     立つ講習・研修の開催についての周知を強化し、参加者の増加を図る。 

市及び警察の行動 

（防犯協会を含む） 

市民の行動 

（自主防犯団体を含む） 

事業者の行動 

○市は、「草加市安全安心

アカデミー」や「そうか ま

ち 見守り隊講習」につい

て広報活動を強化する。 

○市は、多くの人が関心を

持つよう、講習内容を適宜

見直す。 

○市は、より多くの人が講

習の内容を知ることができ

るようインターネットでの

配信などを検討していく。 

○自主防犯団体は、会員に

対して講習の参加を促す。 

○市民は、講習会に積極的

に参加し、学んだことを、

日々実践できるよう努め

る。 

○事業者は、市の周知活動

に協力する。 

○事業者は、従業員も含め

防犯に関する講習などに参

加できるよう配慮する。 
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    イ 講習を個人向けの講習だけでなく、事業者向けの講習を行う。 

市及び警察の行動 

（防犯協会を含む） 

市民の行動 

（自主防犯団体を含む） 

事業者の行動 

○市は、事業者が事業を営

んでいく上で有用となる専

門的な防犯情報が発信でき

るよう専門知識を持った講

師などを講習に派遣できる

ようにする。 

○市民は、必要に応じて

市や警察の取組に協力す

る。 

○事業者は、事業者向けの

防犯講座に積極的に参加す

るよう努める。 

 

   ⑸ 消費生活相談の活用推進・相談窓口の周知強化 

    ア 市の消費生活相談窓口について周知を強化する。 

市及び警察の行動 

（防犯協会を含む） 

市民の行動 

（自主防犯団体を含む） 

事業者の行動 

○市は、市役所各窓口に消

費生活相談窓口の案内チラ

シを配置する。 

○市は、町会・自治会の集

会や催し物の機会を活用

し、周知活動を行う。 

○自主防犯団体は、周知活

動に協力する。 

○市民は、架空請求と疑わ

れる場合などは、速やかに

消費生活相談窓口に相談す

る。 

○事業者は、市の周知活動

に協力する。 

 

    イ 消費者ホットライン「１８８」（※１０）の周知を強化する。 

市及び警察の行動 

（防犯協会を含む） 

市民の行動 

（自主防犯団体を含む） 

事業者の行動 

○市は、町会・自治会の集

会、催し物の機会を活用し、

周知活動を行う。 

○市は、「１８８」を表示

した啓発品の配布などを行

う。 

○自主防犯団体は、周知活

動に協力する。 

 

○事業者は、市の周知活動

に協力する。 
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    ※１０ 消費者ホットライン「１８８」・・・・全国に設置されている消費生活センターなどの消費生 

                          活相談窓口へ案内される全国共通の電話番号。 

                          局番なしで「１８８」をダイヤルし、音声ガイダンス 

                          に沿って、住まいの地域の郵便番号を押すと、住んで 

                          いる地域の身近な消費生活相談窓口へつながる。 

 

    ウ 地域包括支援センターと連携し、消費生活センター相談員又は市職員を高年者福 

     祉施設などへ講師として派遣し、消費生活に関する情報の提供や消費生活トラブル 

     を防止する講座を実施する。 

市及び警察の行動 

（防犯協会を含む） 

市民の行動 

（自主防犯団体を含む） 

事業者の行動 

○市は、地域包括支援セン

ターとの連携を緊密にし、

高年者にも理解しやすい講

座を実施する。 

○市民は、講座に積極的に

参加する。 

○自主防犯団体は、地域の

高年者に参加を促す。 

○事業者は、市の周知活動

に協力する。 

 

  ◎「５ 防犯に役立つ情報の発信」に関わる目標値一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標項目 
直近値 

（平成２８年度） 

目標値 

（平成３４年度） 

草加市あんしんメール登録

者数の増加 
８，８０６件 ９，３００件 

「草加市安全安心アカデミ

ー」の受講人数の増加 
５９人 ７０人 

事業者向け防犯講座の受講事

業者数 
実績なし ２０事業者 

「そうか まち 見守り

隊」の登録者数の増加 
４３人 ５０人 
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６ 流行する犯罪への対応 

     社会問題となっている振り込め詐欺をはじめとする特殊詐欺（※１１）への対策は、 

    現在の重要な課題です。 

     行動計画では、特殊詐欺被害防止を図る取組を強化するほか、流行のおそれがある 

    犯罪の情報を市及び警察が被害防止に役立てられるよう市民へ発信していきます。 

                                            

   ⑴ 特殊詐欺被害防止への対策及び啓発活動の強化 

    ア 特殊詐欺被害防止のための対策と被害防止を呼び掛けるキャンペーン等を積極 

     的に行う。 

市及び警察の行動 

（防犯協会を含む） 

市民の行動 

（自主防犯団体を含む） 

事業者の行動 

○市及び警察は、街頭キャ

ンペーンや防犯講話の回数

を増やし、高年者をはじめ

とするより多くの市民に特

殊詐欺被害防止を呼び掛け

る。 

○市及び警察は、広報媒体

に特殊詐欺被害防止の記事

を掲載し、被害防止を呼び

掛ける。 

○市及び警察は、防災行政

無線、あんしんメールを利

用して特殊詐欺の手口等に

ついて情報を発信する。 

○市及び警察は、各種団体

の広報紙に対して特殊詐欺

被害に関する情報を提供

し、掲載を要請する。 

○警察は、検挙活動（通称

○市民は、互いに特殊詐欺

の被害防止に関する呼び掛

けを行う。 

○町会・自治会は、一人暮

らしの高年者が特殊詐欺の

被害に遭わないよう把握に

努める。 

○市民は、無人ＡＴＭで携

帯電話を使用しながらＡＴ

Ｍを操作している者を見か

けた場合は、積極的に声掛

け又は警察に通報する。 

○事業者は、活動場所の提

供など市のキャンペーン活

動への協力に努める。 

○事業者は、市及び警察の

広報活動に協力する。 

○金融機関及びコンビニエ

ンスストアは、ＡＴＭの利

用者や預金を引き出して振

り込もうとする客に対して

注意を払い特殊詐欺被害防

止に協力する。 

○金融機関は、警察直通電

話（通称：ホットライン）

を積極的に活用し、詐欺被

害防止に協力する。 

○コンビニエンスストア

は、特殊詐欺被害抑止ボー

ドを活用し詐欺被害防止に

努める。 
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：騙された振り作戦）を積

極的に実施する。 

    ※１１ 特殊詐欺・・・・電話等を用いて、振込みやその他の方法により、現金等をだまし取る詐 

                欺をいい、振り込め詐欺（オレオレ詐欺、架空請求詐欺、融資保証金詐 

                欺及び還付金等詐欺）及び振り込め詐欺以外の特殊詐欺（金融商品等取 

                引名目詐欺、ギャンブル必勝法情報提供名目詐欺、異性との交際あっせ 

                ん名目詐欺及びその他の特殊詐欺）を総称した詐欺。 

 

    イ 福祉施設や医療機関などにも特殊詐欺被害防止の啓発チラシを配布する。 

市及び警察の行動 

（防犯協会を含む） 

市民の行動 

（自主防犯団体を含む） 

事業者の行動 

○市は、特殊詐欺被害が高

年者に多発していることか

ら、福祉施設や医療機関に

啓発チラシの設置を要請す

る。 

○市民は、福祉施設や医療

機関に設置された啓発チラ

シの内容を理解するよう努

める。 

○事業者は、市の啓発活動

に協力する。 

 

    ウ 効果的な特殊詐欺の被害防止策を実施する。 

市及び警察の行動 

（防犯協会を含む） 

市民の行動 

（自主防犯団体を含む） 

事業者の行動 

○市は、予兆電話発生時に

迅速な防災行政無線放送及

びあんしんメールの配信を

実施して、市民に被害防止

を呼び掛ける。 

○市は、自主防犯団体など

と連携を緊密にして特殊詐

欺被害防止に向けた防止策

を実施する。 

○自主防犯団体は、市又は

警察から特殊詐欺対策に関

する協力要請があった場合

は協力する。 

○事業者は、市又は警察か

ら特殊詐欺対策に関する協

力要請があった場合は協力

する。 
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   ⑵ 流行の兆しがある犯罪情報の早期収集の実施 

     流行の兆しがある犯罪情報を早期に収集できるよう警察と協議、情報交換を積極的 

    に行う。 

市及び警察の行動 

（防犯協会を含む） 

市民の行動 

（自主防犯団体を含む） 

事業者の行動 

○警察は、流行の兆しがあ

る犯罪情報を積極的に市へ

提供する。 

○市は、提供を受けた情報

について市の広報媒体に掲

載するなど市民への周知を

行う。 

○自主防犯団体は、流行の

兆しがある犯罪情報を地域

に周知する。 

○市民は、犯罪に巻き込ま

れないよう犯罪に関する情

報に関心を持つよう努め

る。 

○事業者は、市又は警察か

ら発信される情報の周知に

協力する。 
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７ 子ども・青少年に関わる犯罪の防止 

     社会的弱者である子どもと将来を担う青少年を犯罪から守ることは、社会にとって 

    重要な課題です。行動計画では、子ども・青少年を犯罪から守るとともに犯罪に巻き 

    込まれないという意識を持たせる教育を行います。 

 

   ⑴ 自主防犯団体等による登下校時の見守り活動強化への支援 

    ア 登下校時の見守り活動を行っている団体の活躍を市広報媒体へ掲載し、見守り活 

     動の重要性を広く市民に啓発する。 

市及び警察の行動 

（防犯協会を含む） 

市民の行動 

（自主防犯団体を含む） 

事業者の行動 

○市は、登下校時の見守り

活動を行っている団体の活

動を市広報媒体に掲載す

る。 

○学校は、児童、生徒が見

守り活動をしている団体に

対する感謝の気持ちを表す

機会を設ける。 

○市民は、見守り活動を実

施している自主防犯団体の

存在を認識し、自らも団体

活動に協力するよう努め

る。 

○市民は、登下校時に児童

や生徒が不測の事態に遭遇

した場合に駆け込める「こ

どもひなんじょ」（※１２）

の登録に協力する。 

○事業者は、登下校時に児

童や生徒が不測の事態に遭

遇した場合に駆け込める

「こどもひなんじょ」の登

録に協力する。 

    ※１２ こどもひなんじょ・・・・地域住民・事業者・ＰＴＡなどに協力を得て、通学路周辺の民家、 

                    店舗などに設置している。なお、子ども・生徒が駆け込みやすくな 

                    るよう「こどもひなんじょ」の看板を掲示している。 

 

    イ 必要に応じて見守り活動時に警察官が参加する。 

市及び警察の行動 

（防犯協会を含む） 

市民の行動 

（自主防犯団体を含む） 

事業者の行動 

○警察は、自主防犯団体の

見守り時に警察官を必要に

応じて参加させる。 

○自主防犯団体は、警察の

協力を通じて見守り活動を

実施する。 

○事業者は、見守り活動に

参加するよう努める。 
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    ウ 草加市ＰＴＡ連合会と連携し、各学校のＰＴＡに自主防犯団体の設立を奨励し、 

     登下校時の見守り活動の強化を図る。 

市及び警察の行動 

（防犯協会を含む） 

市民の行動 

（自主防犯団体を含む） 

事業者の行動 

○市は、草加市ＰＴＡ連合

会と連携し、各学校のＰＴ

Ａに対して自主防犯団体の

設立を促す。 

○各学校のＰＴＡは、自主

防犯団体の設立を検討す

る。 

○事業者は、市及びＰＴＡ

の取組に協力する。 

 

   ⑵ 学校、通学路など周辺環境の安全強化 

    ア 学校による通学路の安全点検を定期的に行う。 

市及び警察の行動 

（防犯協会を含む） 

市民の行動 

（自主防犯団体を含む） 

事業者の行動 

○学校は、通学路安全指導

調査を実施し、各学校長が

安全を確認した通学路を指

定する。 

○学校は、通学路図にはス

クールゾーンや「こどもひ

なんじょ」の設置位置のほ

か、不審者や事件事故の発

生場所などの情報を記入す

る。 

○市民や町会・自治会は、

通学路にある危険箇所を発

見した場合は、市や学校に

情報提供する。 

○事業者は、通学路にある

危険箇所を発見した場合

は、市や学校に情報提供す

る。 
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    イ 登下校中に事件・事故などの不測の事態が発生した際に児童・生徒が避難できる 

     「こどもひなんじょ」の設置場所の増加に努める。 

市及び警察の行動 

（防犯協会を含む） 

市民の行動 

（自主防犯団体を含む） 

事業者の行動 

○市は、「こどもひなんじ

ょ」の有効性及び必要性を

広く周知し、市民、事業者

に設置協力が得られるよう

努める。 

○市民は、「こどもひなん

じょ」の設置に協力する。 

○事業者は、「こどもひな

んじょ」の設置に協力する。 

 

    ウ 非常時に迅速な対応が取れるよう学校及び職員間の連絡手段の確保に努める。 

市及び警察の行動 

（防犯協会を含む） 

市民の行動 

（自主防犯団体を含む） 

事業者の行動 

○学校は、全小・中学校を

対象に貸与している携帯電

話を有効に活用して、緊急

事態に対応する。 

○学校は、携帯電話のほか

にメールシステムを活用し

て迅速な情報の伝達を図

る。 

○メールシステムにより情

報を伝達された保護者は、

情報を活用して子どもの安

全を図る。 

○事業者は、市の取組に

協力する。 
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    エ 市内の全小学校に設置されている「スクールパトロールステーション」を有効に 

     活用し、学校の安全確保に努める。 

市及び警察の行動 

（防犯協会を含む） 

市民の行動 

（自主防犯団体を含む） 

事業者の行動 

○学校は、市内小学校に設

置されているパトロールス

テーションの維持管理に努

める。 

○市は、パトロールステー

ションの積極的な活用を市

民に奨励していく。 

○市民は、市内小学校に設

置されているパトロールス

テーションを登下校の見守

り活動のための資器材置場

や打合せ、待ち合わせ場所

として活用する。 

○事業者は、市及び学校

の取組に協力する。 

 

   ⑶ 未成年者による飲酒・喫煙防止啓発の強化 

    ア 未成年者の飲酒・喫煙は法律違反であるとともに、身体に悪影響を与えることを 

     市の広報媒体などで啓発する。 

市及び警察の行動 

（防犯協会を含む） 

市民の行動 

（自主防犯団体を含む） 

事業者の行動 

○市は、広報媒体で啓発活

動を行う。 

○防犯協会は、キャンペー

ンを活用して啓発活動を行

う。 

○自主防犯団体は、地域で、

未成年者の飲酒・喫煙は法

律違反であり身体に悪影響

を与えるとの啓発活動を行

う。 

○事業者は、市の啓発活動

に協力する。 
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    イ 未成年者へたばこ及びアルコールが販売されないよう、年齢確認の徹底について 

     飲食店や販売店に協力を要請する。 

市及び警察の行動 

（防犯協会を含む） 

市民の行動 

（自主防犯団体を含む） 

事業者の行動 

○市及び警察は、関係事業

者の会合を通じて事業者に

協力を求める。 

○市民は、市、警察及び

事業者の取組に協力す

る。 

○たばこ及びアルコールを

提供する事業者は、未成年

者と思われる者に対しては

年齢確認を行うよう努め

る。 

 

    ウ 青少年育成推進委員が、飲酒、喫煙及び薬物の使用防止を広く呼び掛けるなど 

     啓発活動を実施する。 

市及び警察の行動 

（防犯協会を含む） 

市民の行動 

（自主防犯団体を含む） 

事業者の行動 

○市は、青少年育成推進委

員会を定期的に開催し、青

少年にとっての有害環境の

浄化について協議すると共

に、駅前等で飲酒、喫煙及

び薬物の使用防止を呼び掛

けるキャンペーンなどを実

施する。 

○市民は、青少年育成推進

委員の活動に協力する。 

○事業者は、青少年育成推

進委員の活動に協力する。 
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   ⑷ 未成年者が巻き込まれやすい犯罪に関する情報の積極的な提供及び教育の実施 

    ア 児童・生徒にインターネットやＳＮＳ（※１３）が原因となる犯罪やトラブルなど 

     について教育を行う。 

市及び警察の行動 

（防犯協会を含む） 

市民の行動 

（自主防犯団体を含む） 

事業者の行動 

○学校は、インターネット

及びＳＮＳに関連した犯罪

やトラブルに関する教育、

講習を児童、生徒に対して

積極的に行う。 

○自主防犯団体は、地域内

で啓発活動を行う。 

○事業者は、犯罪やトラブ

ルの原因となるインターネ

ットやＳＮＳの情報を発見

した場合は、市や警察に情

報提供する。 

    ※１３ ＳＮＳ・・・ソーシャルネットワーキングサービス（Social Networking Service）の略で、登 

              録された利用者同士が交流できるWebサイトの会員制サービスをいう。 

 

    イ 教職員が、児童・生徒に効果的な教育を行えるよう必要な研修を教職員に対して 

     行う。 

市及び警察の行動 

（防犯協会を含む） 

市民の行動 

（自主防犯団体を含む） 

事業者の行動 

○市は、各種教職員研修会

などで、児童、生徒に対し

て行う教育に必要な知識を

習得できるよう研修を実施

する。 

○市民は、市の取組に協

力する。 

○事業者は、市の取組に

協力する。 
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    ウ ＪＫビジネス（※１４）やインターネット犯罪など未成年者が巻き込まれやすい犯 

     罪に関する情報を市の広報媒体に掲載する。 

市及び警察の行動 

（防犯協会を含む） 

市民の行動 

（自主防犯団体を含む） 

事業者の行動 

○警察は、未成年者が巻き

込まれやすい犯罪に関する

情報を市に提供する。 

○市は、提供を受けた情報

を市の広報媒体などに掲載

するなど市民に周知する。 

○自主防犯団体は、地域内

で、子どもや青少年がＪＫ

ビジネスやインターネット

犯罪に巻き込まれないよう

啓発活動を行う。 

○事業者は、市の周知活動

に協力する。 

○事業者の組合及び協会な

どは、加入事業者に対して

ＪＫビジネス排除を呼び掛

ける。 

○ＪＫビジネスの情報を知

った事業者は、警察又は市

に通報するよう努める。 

    ※１４ ＪＫビジネス・・・・近年、大都市の繁華街を中心に女子高校生等によるマッサージ、会話や 

                  ゲームを楽しませるなどの接客サービスを売り物とする営業行為。 

 

    エ 未成年者が犯罪に巻き込まれないための講習・研修を実施する。 

市及び警察の行動 

（防犯協会を含む） 

市民の行動 

（自主防犯団体を含む） 

事業者の行動 

○市は、親子で受講できる

講座内容を検討する。 

○市民は、講習会に積極的

に参加し、子供や未成年者

を地域全体で守っていくと

いう意識を高める。 

○事業者は、市の周知活動

に協力する。 
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   ⑸ 未成年者の非行防止及び関係機関の非行に関する情報の共有化 

    ア 青少年育成推進委員による非行防止の啓発活動を実施する。 

市及び警察の行動 

（防犯協会を含む） 

市民の行動 

（自主防犯団体を含む） 

事業者の行動 

○市は、青少年育成推進委

員会を開催し、青少年育成

推進委員は非行防止や環境

浄化を図る。 

○青少年育成推進委員は、

見守り活動、地域パトロー

ルを実施し、より多くの地

域の人たちの協力を得て、

青少年育成のための安全で

良好な環境づくりを継続し

て進める。 

○市民及び自主防犯団体

は、青少年育成推進委員の

活動に協力する。 

○事業者は、青少年育成推

進委員の活動に協力する。 

 

    イ 未成年者の深夜徘徊やたむろ場所など非行に関する情報について、非行防止の活 

     動がより効果的になるよう、自主防犯団体・市・警察と共有化を図る。 

市及び警察の行動 

（防犯協会を含む） 

市民の行動 

（自主防犯団体を含む） 

事業者の行動 

○市及び警察は、非行に関

する情報の共有のあり方に

ついて協議し、自主防犯団

体の防犯活動がより効果的

になるよう必要な情報を提

供するよう努める。 

○自主防犯団体は、防犯活

動において未成年者の深夜

徘徊やたむろ場所など非行

に関する情報を発見した場

合は、警察又は市に情報提

供する。 

○事業者は、業務中に非行

に関する情報を知った場合

は、警察又は市に速やかに

通報するよう努める。 
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   ⑹ 子育てや非行、少年犯罪に関する支援制度・相談窓口の周知強化 

    ア 子どもや青少年に関する問題を家庭で抱え込まないよう、子育てや非行、少年犯 

     罪に関する支援制度・相談窓口の周知を強化する。 

市及び警察の行動 

（防犯協会を含む） 

市民の行動 

（自主防犯団体を含む） 

事業者の行動 

○市は、子どもをあらゆる

暴力から守るため、市内全

小学校対象児童にＣＡＰプ

ログラム（※１５）事業を実

施し、子どもが成長してい

く過程において、信頼でき

る大人に相談することの大

切さを子どもに理解させ

る。 

○市民は、問題を抱えてい

る家庭を発見した場合は、

市又は警察に情報提供す

る。 

○事業者は、市の周知活動

に協力する。 

    ※１５ ＣＡＰプログラム・・・・ＣＡＰは「Child Assault Prevention」の略。 

                    子どもがいじめ・虐待・体罰・誘拐・痴漢・性暴力など様々な暴力 

                    から自分の心とからだを守る暴力防止のための予防教育プログラム。 

 

    イ 青少年が悩みなどについて相談できるようカウンセリングを定期的に実施する。 

市及び警察の行動 

（防犯協会を含む） 

市民の行動 

（自主防犯団体を含む） 

事業者の行動 

○市は、カウンセリングを

行い、実施後は相談記録を

作成するとともに相談者に

提言（適切なアドバイス）

を行い、提言を実行するよ

う促していく。 

○自主防犯団体は、地域内

でカウンセリングの周知を

行う。 

○事業者は、カウンセリン

グの周知活動に協力する。 
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 ８ 犯罪被害者の支援・対策 

     犯罪被害者への支援も、国・県・市と警察の大切な役割です。全国的に犯罪被害者 

    への取組が本格化している中で、草加市においても行動計画で犯罪被害者への支援・ 

    対策について取り組んでいきます。 

                                            

   ⑴ 犯罪被害者が必要とする行政手続の負担軽減化 

    ア 市役所で手続を行う際に犯罪被害者の負担が軽減するよう、窓口の一本化又は市 

     職員が手続を代行するなど、状況に応じた対応ができるよう努める。 

市及び警察の行動 

（防犯協会を含む） 

○市は、犯罪被害者の行政手続の負担が軽減できるよう市の窓口の一本化を検討する。 

 

    イ 手続に必要な事件の情報を市職員が警察から取得できるよう、市と警察が協議を 

     進める。 

市及び警察の行動 

（防犯協会を含む） 

○市及び警察は、犯罪被害者が市に支援を求めた場合、支援に必要な事件の情報を警

察が市に提供できるよう手順を定めるなど、スムーズな情報提供が実施できるように

する。 

 

   ⑵ 犯罪被害者へのきめ細かな配慮の実施 

     犯罪被害者の申出に応じて、対応職員選定や別室を用意するなどきめ細かな配慮が 

    できるよう対応マニュアルを作成する。 

市及び警察の行動 

（防犯協会を含む） 

○市は、対応マニュアルの作成を進める。 
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⑶ 犯罪被害者対策の研修会・講習会への市職員の積極的な参加 

  国・県・警察が主催する研修会・講習会に市職員を参加させ、被害者対策に必要な 

 知識・情報などの習得に努める。 

市及び警察の行動 

（防犯協会を含む） 

○市は、犯罪被害者対策に必要な知識や教養を習得するよう研修会や講習会に市職員

を参加させる。 

 

   ⑷ 犯罪被害者支援制度や相談窓口などに関する広報強化 

     犯罪被害者の支援制度や相談窓口に関する情報を市の広報媒体へ掲載する。 

市及び警察の行動 

（防犯協会を含む） 

○市は、広報媒体を積極的に活用して犯罪被害者対策制度や窓口の周知に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 42 - 
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   ○草加市安全安心まちづくり推進条例 

平成２８年９月２１日 

条例第１８号 

   （目的） 

   第１条 この条例は、安全安心まちづくり（犯罪を防止し、地域の防犯力を向上させる環境の整 

    備をいう。以下同じ。）に関し、基本理念を定め、市、市民、事業者及び土地建物所有者等の 

    責務並びに自主防犯団体の役割を明らかにするとともに、安全安心まちづくりに関する施策の 

    基本となる事項及び迷惑行為の防止に関し必要な事項を定めることにより、市民の安全で安心 

    な暮らしの実現に寄与することを目的とする。 

   （定義） 

   第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

   (1) 市民 市内に居住し、在勤し、又は在学する者をいう。 

   (2) 事業者 市内において事業活動を行う法人その他の団体及び個人をいう。 

   (3) 土地建物所有者等 市内に所在する土地又は建物その他の工作物を所有し、又は管理する 

    者をいう。 

   (4) 自主防犯団体 町会、自治会その他市内において安全安心まちづくりに関する活動を行う 

    団体をいう。 

   (5) 市民等 市民、事業者、土地建物所有者等及び自主防犯団体をいう。 

   (6) 関係機関 国、埼玉県、警察その他防犯に関する業務を行う公的機関をいう。 

   （基本理念） 

   第３条 安全安心まちづくりは、市、市民等及び関係機関がそれぞれの役割を分担し、緊密に連 

    携し、及び協力しながら一体となって推進するものとする。 

   （市の責務） 

   第４条 市は、前条に規定する基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、次に掲げる 

    事項を基本として安全安心まちづくりを推進するために必要な施策を総合的かつ計画的に策定 

    し、及び実施するものとする。 

   (1) 安全安心まちづくりに関する意識の啓発に関すること。 

   (2) 市民等による自主防犯活動の支援に関すること。 

   (3) 安全安心まちづくりに配慮した施設等の普及の促進に関すること。 

   (4) 前３号に掲げるもののほか、安全安心まちづくりに関し市長が必要と認めること。 
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   ２ 市は、前項の施策の実施に当たって、必要な体制を整備するものとする。 

   （市民の責務） 

   第５条 市民は、基本理念にのっとり、自らの安全の確保に努めるとともに、声かけ、清掃その 

    他の活動を自主的に行うことにより地域の防犯力の向上に努めるものとする。 

   ２ 市民は、市が実施する安全安心まちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。 

   （事業者の責務） 

   第６条 事業者は、基本理念にのっとり、その所有し、又は管理する施設及び事業活動に係る安 

    全の確保のために必要な措置を講じ、施設周辺の巡回、清掃その他の活動を自主的に行うこと 

    により地域の防犯力の向上に努めるものとする。 

   ２ 事業者は、市が実施する安全安心まちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。 

   （土地建物所有者等の責務） 

   第７条 土地建物所有者等は、基本理念にのっとり、その所有し、又は管理する土地又は建物そ 

    の他の工作物に係る安全の確保のために必要な措置を講ずることにより地域の防犯力の向上に 

    努めるものとする。 

   ２ 土地建物所有者等は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律 

    第１２２号）第２８条第１項又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例 

    （昭和５９年埼玉県条例第４７号）第９条の規定により禁止されている営業の用に供する場所 

    を提供してはならないものとする。 

   ３ 土地建物所有者等は、市が実施する安全安心まちづくりに関する施策に協力するよう努める 

    ものとする。 

   （自主防犯団体の役割） 

   第８条 自主防犯団体は、安全安心まちづくりに積極的に取り組むとともに、地域の住民及び事 

    業者が参加し、及び協力しやすい取組となるよう努めるものとする。 

   ２ 自主防犯団体は、市が実施する安全安心まちづくりに関する施策に協力するよう努めるもの 

    とする。 

   （自主防犯団体等への支援） 

   第９条 市長は、自主防犯団体等に対し、必要な情報の提供、技術的助言、活動に必要な物品等 

    の支給等の支援を行うものとする。 

   （防犯活動事業者への支援） 

   第１０条 市長は、市と協働して防犯活動に取り組む事業者と安全安心まちづくりへの協力に関 
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    する覚書等を締結し、当該事業者に対し、必要な情報の提供、技術的助言、活動に必要な物品 

    等の支給等の支援を行うものとする。 

   （公共の場所における禁止行為） 

   第１１条 何人も、道路、広場、駅その他の公共の場所において、次の各号のいずれかに該当す 

    る行為（以下「迷惑行為」という。）をしてはならない。 

   (1) 拒絶の意思を示している者に対し、客引きをし、又は役務に従事するよう勧誘する行為 

   (2) 客引きをし、又は役務に従事するよう勧誘する行為を行うために、進路に立ちふさがり、 

    追随し、路上においてたむろする等通行を妨げる行為 

   (3) 次のいずれかに該当するものを掲載したビラ、パンフレットその他の物品を配布する行為 

   ア 人の衣服を脱いだ姿態、下着姿、水着姿等又は性的な行為を表す場面の写真又は絵であ 

    って、人の性的好奇心をそそるもの 

   イ 卑わいな文言、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務の提供を表す文言その他の表 

    示 

   (4) 前３号に掲げる行為をさせる行為 

   （是正指導等） 

   第１２条 市長は、前条の規定に違反している者に対し、当該行為を是正するよう指導すること 

    ができる。 

   ２ 市長は、前項の規定による指導を行うために必要があると認めるときは、その必要な限度に 

    おいて、当該職員に、前条の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者その他 

    の関係人に質問させることができる。 

   ３ 前項の規定による質問を受けた者は、正当な理由がない限り、回答を拒んではならない。 

   ４ 第１項の規定による指導及び第２項の規定による質問を行う職員は、その身分を示す証明書 

    を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。 

   ５ 第２項の規定による質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

   （関係機関等への要請） 

   第１３条 市長は、前条第１項の規定による指導を行うために必要があると認めるときは、その 

    必要な限度において、警察に対し、情報の提供その他必要な援助を求めることができる。 

   ２ 前項に定めるもののほか、市長は、この条例の目的を達成するために必要があると認めると 

    きは、関係機関又は関係団体に対し協力を求めることができる。 

 



- 48 - 
 

   （公表） 

   第１４条 市長は、第１２条第１項の規定による指導を受けた事業者（法人その他の団体に限る。 

    以下この条及び次条において同じ。）が正当な理由なく当該指導に従わないときは、その旨、 

    当該指導の内容及び当該指導を受けた事業者の名称その他指導に従わなかった事業者を特定す 

    るために必要な事項を公表することができる。 

   ２ 市長は、前項の規定による公表に当たり、あらかじめ、公表される事業者に対し通知をして、 

    その事業者に意見を述べる機会を与えなければならない。 

   ３ 市長は、第１項の規定による公表に当たり、あらかじめ、第１８条の草加市安全安心まちづ 

    くり推進協議会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要するときは、この限りでな 

    い。 

   ４ 第１項の規定による公表の方法、第２項の通知の方法等は、規則で定める。 

   （土地等の提供者への通知） 

   第１５条 市長は、前条第１項の規定による公表をしたときは、当該公表をされた事業者の営業 

    その他の業務（第１２条第１項の指導に係るものに限る。）の用に供されている土地又は建物 

    を提供している土地建物所有者等に対し、当該公表の内容を通知するものとする。 

   （迷惑行為対策重点区域の指定等） 

   第１６条 市長は、市民等と協働して迷惑行為の防止を図るための施策に重点的に取り組む必要 

    があると認める区域を迷惑行為対策重点区域（以下「重点区域」という。）として指定するこ 

    とができる。 

   ２ 市長は、重点区域を指定しようとするときは、あらかじめ、指定をしようとする区域及びそ 

    の周辺の区域において居住し、又は営業を行う者の意見を反映させるため適切な措置を講ずる 

    ものとする。 

   ３ 市長は、重点区域を指定するときは、その旨、その区域及び指定年月日を告示するとともに、 

    市民等に周知するよう努めるものとする。 

   ４ 市長は、必要があると認めるときは、重点区域の指定を変更し、又は解除することができる。 

   ５ 第２項及び第３項の規定は、重点区域の指定の変更及び解除について準用する。 

   （推進計画の策定） 

   第１７条 市は、安全安心まちづくりに関する施策の実施を総合的かつ計画的に推進するため、 

    安全安心まちづくりの推進に関する計画（第１９条において「安全安心まちづくり行動計画」 

    という。）を策定するものとする。 
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   （協議会の設置） 

   第１８条 安全安心まちづくりを推進するため、草加市安全安心まちづくり推進協議会（以下「協 

    議会」という。）を設置する。 

   （所掌事項） 

   第１９条 協議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。 

   (1) 安全安心まちづくり行動計画に関すること。 

   (2) 第１４条第１項の規定による公表に関すること。 

   (3) その他安全安心まちづくりに関し市長が必要と認める事項に関すること。 

   ２ 協議会は、安全安心まちづくりに関する重要な事項について、市長に意見を述べることがで 

    きる。 

   （組織） 

   第２０条 協議会は、委員１０人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

   (1) 市民 

   (2) 事業者 

   (3) 学識経験者 

   (4) 関係団体の代表者 

   (5) 関係機関の職員 

   (6) その他市長が必要と認めた者 

   （任期） 

   第２１条 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠 

    委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

   （会長及び副会長） 

   第２２条 協議会に会長及び副会長各１人を置く。 

   ２ 会長及び副会長は、委員の互選による。 

   ３ 会長は、協議会を代表し、会務を掌理する。 

   ４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

   （会議） 

   第２３条 協議会は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。 

   ２ 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。 

   ３ 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところに 
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    よる。 

   （関係者の出席） 

   第２４条 協議会は、所掌事項に関し必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、説明又 

    は意見を求めることができる。 

   （守秘義務） 

   第２５条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とす 

    る。 

   （その他協議会の運営に関する事項） 

   第２６条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮 

    って定める。 

   （委任） 

   第２７条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。 

   （罰則） 

   第２８条 市長は、重点区域内において、第１１条の規定に違反して迷惑行為を行い、第１２条 

    第１項の指導に従わず、又は同条第２項の質問に対し陳述せず、若しくは虚偽の陳述をした者 

    に対し、５０，０００円以下の過料を科する。 

   附 則 

   この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 
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草加市安全安心まちづくり推進協議会 委員名簿 

  氏名 選出団体、役職名 備考 

1 菊地 慶太 市民公募   

2 内田 佳伯 草加市町会連合会 副会長 副会長 

3 晝間 泰昭 草加商工会議所 副会頭   

4 五十嵐 佳之 
（公社）埼玉県宅地建物取引業協会 埼玉東支部 

常務理事・業務支援委員長 
  

5 山田 恒久 獨協大学 法学部 国際関係法学科 教授   

6 山本 達夫 埼玉弁護士会 越谷支部 弁護士 会長 

7 浅古 八郎 草加八潮地域安全推進連絡協議会 会長   

8 小野 良一郎 

草加市ＰＴＡ連合会 

本部幹事・理事 

八幡小学校ＰＴＡ会長 

  

9 中島 浩之 
埼玉県東部地域振興センター 

県民生活担当課長 
  

10 田中 聖人 埼玉県草加警察署 生活安全課長   
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